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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

 (1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等（消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。）は含まれていない。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式がないため記載していない。 

３．第76期中及び第76期の中間（当期）純損益の大幅な減少は、固定資産の減損に係る会計基準適用に伴う減損

損失の計上等によるものである。 

４．純資産額の算定にあたり、第77期中から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基

準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針

第８号）を適用している。 

回次 第75期中 第76期中 第77期中 第75期 第76期 

会計期間 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成16年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成17年 
３月31日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

売上高 (百万円) 30,870 38,069 45,206 73,181 96,473 

経常損益 (百万円) △28 532 142 662 1,145 

中間（当期）純損

益 
(百万円) 241 △1,811 177 1,071 △1,613 

純資産額 (百万円) 2,191 1,228 1,608 3,039 1,469 

総資産額 (百万円) 20,327 21,551 19,585 24,229 26,203 

１株当たり純資産

額 
（円） 25.07 14.05 18.40 34.77 16.81 

１株当たり中間

（当期）純損益 
（円） 2.77 △20.72 2.03 12.26 △18.46 

潜在株式調整後１

株当たり中間（当

期）純利益 

（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 10.8 5.7 8.2 12.5 5.6 

営業活動によるキ

ャッシュ・フロー 
(百万円) 200 △199 △3,238 3,088 1,509 

投資活動によるキ

ャッシュ・フロー 
(百万円) 1,715 94 △471 2,703 △11 

財務活動によるキ

ャッシュ・フロー 
(百万円) △568 △1,207 △205 △2,094 △2,142 

現金及び現金同等

物の中間期末（期

末）残高 

(百万円) 4,678 5,716 2,474 7,028 6,383 

従業員数 

（外、平均臨時雇

用者数） 

(人) 
209 

(17) 

203 

(14) 

178 

(14) 

197 

(19) 

204 

(15) 



 （注）１．売上高には、消費税等は含まれていない。 

２．１株当たり純資産額、１株当たり中間（当期）純損益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益に

ついては、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略している。 

３．第76期中及び第76期の中間（当期）純損益の大幅な減少は、固定資産の減損に係る会計基準適用に伴う減損

損失の計上等によるものである。 

４．第77期中の従業員数の大幅な増加は、子会社を合併したことによる受入れ等によるものである。 

 (2）提出会社の経営指標等  

回次 第75期中 第76期中 第77期中 第75期 第76期 

会計期間 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成16年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成17年 
３月31日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

売上高 (百万円) 23,987 31,203 41,346 58,309 81,031 

経常利益 (百万円) 129 155 72 427 592 

中間（当期）純損

益 
(百万円) 27 △2,019 75 390 △2,343 

資本金 (百万円) 5,527 5,527 5,527 5,527 5,527 

発行済株式総数 （千株） 87,439 87,439 87,439 87,439 87,439 

純資産額 (百万円) 3,079 1,421 1,205 3,453 1,131 

総資産額 (百万円) 16,928 17,344 18,441 20,390 21,374 

１株当たり配当額 （円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 18.2 8.2 6.5 16.9 5.3 

従業員数 

（外、平均臨時雇

用者数） 

(人) 
53 

(8) 

54 

(5) 

115 

(11) 

48 

(8) 

54 

(5) 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はない。 

  なお、当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更している。変更の内容については、第５［経理の状

況］１．中間連結財務諸表等 (1）中間連結財務諸表 注記事項（セグメント情報）に記載のとおりである。 

  また、主要な関係会社における異動は ３［関係会社の状況］に記載のとおりである。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間における重要な関係会社の異動は次のとおりである。 

 富士ホームエナジー株式会社は、従来より連結子会社であった富士油業株式会社から、従来一括して石油事業とし

ていたなかのホームエネルギー事業を分割して新設し、新たに連結子会社となった。 

  また、上記分割後の富士油業株式会社及び連結子会社であったエフケー石油販売株式会社（いずれも特定子会社）

は、当社と合併して解散した。 

 なお、新たに設立した富士ホームエナジー株式会社の概要は以下のとおりである。 

 （注）主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載している。 

名称 住所 
資本金 
（百万円） 

主要な事業の内容
議決権の所有割合 
又は被所有割合 

(％) 
関係内容 

（連結子会社） 

富士ホームエナジー㈱ 
札幌市西区 30 

ホームエネルギ
ー事業 

（所有） 

100.0 

当社より供給する
石油製品を販売 
当社より資金の貸
付あり 

役員の兼任１名、

出向１名 



４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員である。 

 ２．従業員数が前連結会計年度末に比べ26名減少しているが、主として、希望退職者募集に基づき当中間連結会

計期間に28名が退職したことによるものである。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員である。 

 ２．従業員数が前事業年度末に比べ61名増加しているが、主として、希望退職者募集に基づき当中間会計期間に

８名が退職したものの、子会社を合併したことにより当中間会計期間に64名を受入れたことによるものであ

る。 

(3）労働組合の状況 

 当社の労働組合は、日本化学エネルギー産業労働組合連合会に加盟しており、日本化学エネルギー産業労働組合

連合会富士興産労働組合と称し、平成18年９月30日現在における組合員数は72人（出向者３人を含む）である。 

 なお、労働組合との間に特記すべき事項はない。 

 また、連結子会社については労働組合はない。 

  平成18年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

石油事業 129   

ホームエネルギー事業 23   

レンタル事業 26   

合計 178   

  平成18年９月30日現在

従業員数（人） 115   



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰や金利上昇、米国の景気後退懸念など先行きに不安

材料はあるものの、企業収益は堅調な輸出を軸として好調を維持し、民間設備投資の増加も大企業から中小企業へ

と広がりを見せるなど、景気は緩やかではあるが拡大を続け、その拡大期間は「いざなぎ景気」を抜いたと報じら

れている。 

  このような経営環境の下で、当社グループは将来に向けた継続的な発展と企業価値の向上を目指すため、平成17

年度を初年度としてスタートした３ヵ年の「新中期経営計画」の達成を目標に全力で取組んできた。 

  当中間連結会計期間の連結業績については、売上高は原油高を反映した製品販売価格の上昇などにより前年同期

比71億円（18.7％）増加して452億円となった。損益面では、原油価格高騰によるコスト上昇分の製品販売価格へ

の転嫁遅れによるマージンの悪化、販売費及び一般管理費の増加により経常利益が前年同期比389百万円減少して

142百万円となった。中間純利益は固定資産売却益40百万円などを特別損益に計上したことにより177百万円（前中

間連結会計期間は固定資産の減損に係る会計基準の適用による減損損失1,965百万円などを含め、特別損益として

2,126百万円の損失を計上したことにより中間純損失1,811百万円）となった。 

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりである（事業の種類別セグメントごとの業績については、セグメ

ント間の内部売上高等を含めて記載している）。 

石油事業 

 （事業の種類別セグメントを変更したため、前中間連結会計期間との増減比較は行っていない。） 

 国内の石油製品需要は、燃料油ではガソリンは製品価格の高騰によるユーザーの買い控えや、低燃費車の台頭に

より３年ぶりに前中間連結会計期間を割り込み、軽油は軽油車輌保有台数の減少による影響で減少した。また、灯

油・Ａ重油は製品価格の高値推移に嫌気がさされ需要家の他エネルギーへの燃料転換が更に進んだことにより大幅

な減少となり、燃料油全体では前中間連結会計期間を大きく下回った。潤滑油は微増となったが、アスファルトは

引続き低調な公共投資の影響により減少となった。原油価格は、期初よりナイジェリアの政情不安やイランの核開

発問題など主要産油国における地政学的リスクの高まりと世界的な石油製品需要の堅調な伸びから再び騰勢を強め

７月には史上最高値を更新するなど一貫して上昇を続けた。国内の石油製品価格は、原油価格が史上最高値を更新

するなか、夏場にはガソリンの価格転嫁が進んだものの、全般的にはコスト上昇分の価格転嫁は不十分なものとな

った。 

  このような経営環境の下で、燃料油事業においては灯油・軽油に重点を置き販売を進めたが、原油価格の高騰に

よるコスト上昇分を製品販売価格へ転嫁することを優先して販売に取組んだため、売上数量は前年同期を下回っ

た。アスファルト事業については、公共投資の削減による需要の低迷が続くなかで、燃料油と同様に数量を追わず

採算重視の販売に徹してきた。また、潤滑油事業については、当中間連結会計期間は、従前のとおり「フッコー

ル」「マッシモ」ブランドを中心に当社を通じ供給してきた。 

  当中間連結会計期間の売上高は原油価格の高騰を反映した製品販売価格の上昇などにより増加し、444億円とな

った。しかし、損益面では当中間連結会計期間の原油価格高騰によるコストの上昇が予想を上回り、仕入価格に対

し製品販売価格への転嫁が遅れたことにより、営業利益は38百万円に留まった。 

ホームエネルギー事業 

（事業の種類別セグメントを変更したため、前中間連結会計期間との増減比較は行っていない。） 

 当社グループは、北海道においてＬＰＧ・灯油などの家庭用燃料油小売事業（ホームエネルギー事業）を営んで

いるが、北海道のＬＰＧ業界は新規企業の参入などによる過当競争によりマージンの低下が著しく、これに耐えう

るための業界の再編が続いている。 

 このような環境の下、当社グループは既存顧客の確保と新規顧客の獲得を精力的に行い、営業を展開してきた。

 この結果、当中間連結会計期間の売上高は４億円、営業利益は44百万円となり、当初の計画を上回った。 



レンタル事業 

  北海道の建設機械レンタル業界においては、公共投資の削減などにより建設事業が低迷するなか、一部地域には

民間設備投資に若干の回復感が見られるようになり、また、過当競争によるレンタル料率の低下もようやく沈静化

の方向が見えてきた。しかし、業界全体の景気を押し上げるには至らず、依然として厳しい経営環境が続いた。 

 このような経営環境の下、当社グループは引続き新規顧客の獲得や営業地域の特化によるレンタル資産の効率運

用などに力を入れ、物流・管理コストの削減に努めてきた。 

 当中間連結会計期間の売上高は３億円（前年同期比10.3％増加）となったが、営業利益は新規投資による減価償

却費の増加など一般管理費が増加したため、前年同期比14百万円減少の13百万円となった。 

  なお、第２［事業の状況］に記載した金額には、消費税等は含まれていない。 

(2）キャッシュ・フロー 

  当中間連結会計期間のキャッシュ・フローは、営業活動、投資活動及び財務活動とも資金が減少し、現金及び現

金同等物の残高は、前連結会計年度に比べ、3,909百万円減少して2,474百万円となった。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により使用した資金は、3,238百万円になった。これは主に仕入債務の減少額6,004百万円が売上債権の

減少額3,315百万円を上回ったことなどによるものである。 

 また、前年同期比3,039百万円の支出増加についても同様の要因によるものである。 

  (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 投資活動により使用した資金は、471百万円になった。これは主に有形固定資産の取得によるものである。 

 また、前年同期比566百万円の支出増加についても同様の要因によるものである。 

  (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 財務活動により使用した資金は、205百万円になった。これは主に借入金の返済によるものである。 

 また、前年同期比1,002百万円の支出減少については、短期借入金の返済による支出の減少及び短期借入れによ

る収入の増加によるものである。 

２【生産、受注及び販売の状況】 

 当社グループは石油製品の販売事業及び家庭用燃料油小売事業（ホームエネルギー事業）並びに建設機械のレン

タル事業を営んでおり、生産及び受注について該当事項はない。 

 販売実績 

 当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

（注）１．主要な販売先については、総販売実績に対する販売割合が100分の10以上の相手先がないため、記載を省略し

ている。 

２．当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更したため、石油事業及びホームエネルギー事業は前年

同期比較を行っていない。 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

石油事業 44,421 －  

ホームエネルギー事業 442 －  

レンタル事業 342 ＋10.3  

合計 45,206 ＋18.7  



３【対処すべき課題】 

  当社グループは、継続的な発展と企業価値の向上を目指すため、平成17年度を初年度としてスタートした３ヵ年の

「新中期経営計画」の２年目として、その達成を第一の目標として全力で取り組んできた。 

 計画の骨子は次のとおりである。 

① 燃料油（中間三品）の、新日本石油株式会社からの安定的な仕入れを基にした販売力の強化 

② 富士油業株式会社について、株式会社産業再生機構の支援を受けての事業再生計画の当社サポートによる前倒

し実現 

③ 効率的で強固なグループ組織体制を確立するための改革 

 当該計画の実施状況及び今後の取り組みは、次のとおりである。 

① 上半期は全社を挙げて販売力の強化に取り組んだ結果、売上高は計画値を達成したものの、原油価格高騰によ

る仕入価格上昇分の製品販売価格への転嫁に苦戦を強いられ、残念ながら営業利益は計画値に届かなかった。今

後も「新中期経営計画」達成のため、更なる販売力の強化に取り組み、特にマージンの良化を図り、売上高、営

業利益ともに計画値の達成を目指す。 

② 前連結会計年度において完遂している。 

③ 効率的で強固なグループ組織体制を確立するには、当社が、販売子会社であった北海道・東北を中心とした関

東以北に営業基盤を有する富士油業株式会社と関東以西に営業基盤を有するエフケー石油販売株式会社の２社を

合併することが最適であるという結論に達し、平成18年７月１日付けで合併を実施した。合併後も、当社を中心

として各部門及び拠点の業務フローの見直しを行い、更に効率的で強固なグループ組織体制の確立を図ってい

く。 

  また、当社グループは「富士興産グループ企業倫理委員会」を中心にコンプライアンス活動の水準を高め、ステー

クホルダーや一般社会からの要請に応えることのできるよう更に努力し、公正かつ透明な企業活動を続けていく。 

 当社を取り巻く環境は、今後も激しい変化が予想されるが、当社グループは合併後の当社を中心として、その特徴

を生かし、グループ全体を挙げて既存顧客の確保に努めるとともに販売力の強化に取り組み、「新中期経営計画」達

成を目指す。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した重要な契約等はない。 

なお、第５［経理の状況］１［中間連結財務諸表等］(2)［その他］②に記載のとおり、平成18年７月11日の民事

調停において調停条項に合意した。 

５【研究開発活動】 

 当社グループは、研究開発活動を行っていない。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、新たに取得した主要な設備は次のとおりである。 

提出会社 

 （注）１．帳簿価額には、建設仮勘定の金額は含んでいない。 

２．他社に賃貸しているため、従業員はいない。 

  

 また、当中間連結会計期間において、当社が連結子会社であった富士油業株式会社及びエフケー石油販売株式会社

を合併したことにより、被合併会社の設備を当社に引き継いでいる。 

 なお、第３［設備の状況］に記載した金額には、消費税等は含まれていない。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等のうち、当中間連結会計期間における完了及び重要な変更

は、次のとおりである。 

 前連結会計年度末に計画していたＬＰＧ設備の取得のうち、当中間連結会計期間末までに126百万円が完了した。

また、ＬＰＧ販売における新規顧客獲得計画の見直し等により、平成19年３月までのＬＰＧ設備の取得のための投資

予定金額を当初の206百万円から295百万円に変更した。 

 前連結会計年度末に計画していたレンタル資産の取得のうち、当中間連結会計期間末までに70百万円が完了した。

 前連結会計年度末に計画していた船橋基地油槽所設備の除却は、平成18年９月に完了した。 

事業所名 
（所在地） 

事業の種類別セグ
メントの名称 

設備の内容 

帳簿価額（百万円） 
従業員数 
（人） 建物及び構

築物 
機械装置及
び運搬具 

土地 
(面積㎡) 

その他 合計 

塩釜賃貸設備 

（宮城県塩竈市） 
 石油事業 油槽所設備 281 10 

72 

(7,909)
0 365 ― 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はない。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 300,000,000 

計 300,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発
行数（株） 
（平成18年９月30日） 

提出日現在発行数
（株） 

（平成18年12月27日） 

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名 

内容 

普通株式 87,439,073 87,439,073 

東京証券取引所 

大阪証券取引所 

各市場第一部 

－ 

計 87,439,073 87,439,073 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（千株） 

発行済株式総
数残高 
（千株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成18年４月１日～ 

平成18年９月30日 
－ 87,439 － 5,527 － 2,957 



(4）【大株主の状況】 

（注）上記の所有株式数には、信託業務に係る株式が日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に4,147千株、三菱Ｕ

ＦＪ信託銀行株式会社に662千株、日本マスタートラスト信託銀行株式会社に1,238千株含まれている。 

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が72,000株（議決権72個）含ま

れている。 

  平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

新日本石油株式会社 東京都港区西新橋一丁目３-12 10,059 11.50 

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社 
東京都中央区晴海一丁目８-11 4,147 4.74 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７-１ 3,989 4.56 

あいおい損害保険株式会社 東京都渋谷区恵比寿一丁目28-１ 2,797 3.20 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４-５ 2,068 2.37 

ニッセイ同和損害保険株式会社 大阪市北区西天満四丁目15-10 1,584 1.81 

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目２-10 1,282 1.47 

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社 
東京都港区浜松町二丁目11-３ 1,238 1.42 

松井証券株式会社 東京都千代田区麹町１-４ 1,190 1.36 

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿一丁目26-１ 1,020 1.17 

計 － 29,375 33.60 

  平成18年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式      28,000 
－ － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  87,249,000 87,249 － 

単元未満株式 普通株式   162,073 － － 

発行済株式総数           87,439,073 － － 

総株主の議決権 － 87,249 － 



②【自己株式等】 

 （注）株主名簿上は当社の名義となっているが、実質的に所有していない株式が1,000株（議決権１個）ある。 

なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式に含めている。 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりである。 

役職の異動 

  平成18年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

（自己保有株式）          

富士興産㈱ 
東京都台東区柳橋二丁目

19-６ 
28,000 － 28,000 0.03 

計 － 28,000 － 28,000 0.03 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 267 239 200 203 190 180 

最低（円） 219 179 152 162 170 148 

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

取締役 販売１部長 取締役 販売部長 鈴木 正 平成18年７月１日 

取締役 大阪支店長 取締役 西日本支店長 入澤 忠男 平成18年７月１日 

取締役 販売２部長 取締役 － 山口 信幸 平成18年７月１日 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成している。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成している。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成している。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日

まで）及び当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会

計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30

日まで）の中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けている。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金 ※２  5,720   2,474   6,387  

２．受取手形及び売掛
金 

※３  10,865   11,461   14,776  

３．たな卸資産   1,148   1,357   941  

４．その他   328   342   403  

貸倒引当金   △138   △84   △41  

流動資産合計   17,924 83.2  15,551 79.4  22,468 85.7 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※1,2          

(1）土地  1,609   1,679   1,610   

(2）その他  1,110 2,719  1,509 3,189  1,136 2,747  

２．無形固定資産   85   88   92  

３．投資その他の資産  855   784   924   

貸倒引当金  △32 822  △28 756  △28 895  

固定資産合計   3,627 16.8  4,034 20.6  3,735 14.3 

資産合計   21,551 100.0  19,585 100.0  26,203 100.0 

           

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形及び買掛
金 

※２  12,503   10,868   16,882  

２．短期借入金 ※２  1,822   2,215   2,215  

３．預り金   1,169   1,377   1,283  

４．事業再構築費用引
当金   96   67   148  

５．潤滑油基地閉鎖費
用引当金   205   －   210  

６．その他 ※２  1,034   1,173   1,276  

流動負債合計   16,832 78.1  15,703 80.2  22,017 84.0 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 ※２  2,039   894   1,059  

２．退職給付引当金    1,104   863   1,174  

３．役員退職慰労引当
金   54   80   71  

４．修繕引当金   55   67   71  

５．環境対策引当金   －   5   －  

６．連結調整勘定   18   －   16  

７．負ののれん   －   13   －  

８．その他 ※２  209   349   325  

固定負債合計   3,481 16.2  2,274 11.6  2,717 10.4 

負債合計   20,313 94.3  17,977 91.8  24,734 94.4 

           
 



  
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（少数株主持分）           

少数株主持分   9 0.0  － －  － － 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   5,527 25.6  － －  5,527 21.1 

Ⅱ 資本剰余金   2,957 13.7  － －  2,957 11.2 

Ⅲ 利益剰余金   △7,333 △34.0  － －  △7,136 △27.2 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   80 0.4  － －  124 0.5 

Ⅴ 自己株式   △2 △0.0  － －  △3 △0.0 

資本合計   1,228 5.7  － －  1,469 5.6 

負債、少数株主持分
及び資本合計   21,551 100.0  － －  26,203 100.0 

           

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金   － －  5,527 28.2  － －

２．資本剰余金   － －  2,957 15.1  － －

３．利益剰余金   － －  △6,958 △35.5  － －

４．自己株式   － －  △3 △0.0  － －

株主資本合計   － －  1,522 7.8  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等           

  その他有価証券評
価差額金   － －  85 0.4  － －

評価・換算差額等合
計   － －  85 0.4  － － 

純資産合計   － －  1,608 8.2  － － 

負債純資産合計   － －  19,585 100.0  － － 

           



②【中間連結損益計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   38,069 100.0  45,206 100.0  96,473 100.0 

Ⅱ 売上原価   36,060 94.7  43,116 95.4  92,325 95.7 

売上総利益   2,008 5.3  2,089 4.6  4,148 4.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  1,484 3.9  1,991 4.4  2,991 3.1 

営業利益   524 1.4  98 0.2  1,157 1.2 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  2   2   5   

２．受取配当金  8   6   9   

３．固定資産賃貸収入  45   53   91   

４．業務受託収入  111   －   222   

５．持分法による投資
利益  5   －   0   

６．為替差益  4   10   －   

７．軽油引取税交付金  －   34   －   

８．その他  32 210 0.5 18 126 0.3 59 388 0.4 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  77   55   140   

２．固定資産賃貸費用  24   15   49   

３．業務受託費用  95   －   198   

４．持分法による投資
損失  －   1   －   

５．その他  4 202 0.5 10 82 0.2 12 400 0.4 

経常利益   532 1.4  142 0.3  1,145 1.2 

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅵ 特別利益           

１．過年度軽油引取税
交付金 

  －   32   －   

２．固定資産売却益 ※２ 39   40   50   

３．貸倒引当金戻入額  －   0   71   

４．償却債権取立益   24   3   27   

５．関係会社清算益   9   －   19   

６．事業再構築費用引
当金戻入額 

  －   17   －   

７．潤滑油基地閉鎖費
用引当金戻入額 

  －   15   －   

８．その他   4 77 0.2 0 110 0.2 3 174 0.2 

Ⅶ 特別損失           

１．固定資産売却損 ※３ 1   4   1   

２．固定資産除却損 ※４ 0   14   7   

３．減損損失 ※５ 1,965   －   1,965   

４．投資有価証券評価
損  －   16   －   

５．役員退職慰労金  －   0   －   

６．特別早期退職金  1   －   1   

７．事業再構築費用 ※６ －   －   595   

８．潤滑油基地閉鎖費
用 

※７ 205   －   220   

９．環境対策引当金繰
入額 

  －   5   －   

10．その他   29 2,203 5.8 9 49 0.0 53 2,846 3.0 

税金等調整前中間
純利益   － －  203 0.5  － － 

税金等調整前中間
（当期）純損失   1,594 △4.2  － －  1,526 △1.6 

法人税、住民税及
び事業税  56   25   94   

法人税等調整額  152 208 0.6 0 25 0.1 △15 79 0.1 

少数株主利益   8 0.0  － －  8 0.0 

中間純利益   － －  177 0.4  － － 

中間（当期）純損
失   1,811 △4.8  － －  1,613 △1.7 

           



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

中間連結剰余金計算書 

中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   2,957  2,957 

Ⅱ 資本剰余金増加高      

自己株式処分益  － － 0 0 

Ⅲ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

  2,957  2,957 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △5,522  △5,522 

Ⅱ 利益剰余金減少高      

中間（当期）純損失  1,811 1,811 1,613 1,613 

Ⅲ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

  △7,333  △7,136 

      

  株主資本  評価・換算差額等 

純資産
合計  資本金 

資本 
剰余金 

利益 
剰余金 

自己株式
株主資本
合計 

その他有
価証券評 
価差額金 

評価・換
算差額等 
合計 

平成18年３月31日残高 
        （百万円） 

5,527 2,957 △7,136 △3 1,345 124 124 1,469 

中間連結会計期間中の変動額                 

 中間純利益     177   177     177 

 自己株式の取得       △0 △0     △0 

株主資本以外の項目の中間
連結会計期間中の変動額
（純額） 

          △38 △38 △38 

中間連結会計期間中の変動額
合計      （百万円） 

－ － 177 △0 177 △38 △38 138 

平成18年９月30日残高 
      （百万円） 

5,527 2,957 △6,958 △3 1,522 85 85 1,608 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

１．税金等調整前中間
（当期）純利益・損
失 

 △1,594 203 △1,526 

２．減価償却費  162 143 447 

３．減損損失  1,965 － 1,965 

４．連結調整勘定償却額  △2 － 26 

５．負ののれん償却額  － △1 － 

６．貸倒引当金の増減額  18 43 △81 

７．事業再構築費用引当
金の増減額 

 △0 △18 50 

８．潤滑油基地閉鎖費用
引当金の増減額 

 205 △20 210 

９．退職給付引当金の増
減額 

 △46 △310 23 

10．役員退職慰労引当金
の増加額 

 9 8 26 

11．修繕引当金の増減額  6 △3 21 

12．環境対策引当金の増
加額 

 － 5 － 

13．受取利息及び配当金  △11 △9 △15 

14．支払利息  77 55 140 

15．持分法による投資損
益 

 △5 1 △0 

16．固定資産除売却損益  △37 △21 △41 

17．投資有価証券評価損  － 16 － 

18．売上債権の増減額  259 3,315 △3,652 

19．たな卸資産の増加額  △828 △415 △622 

20．仕入債務の増減額  △380 △6,004 4,018 

21．その他  148 130 795 

小計  △54 △2,882 1,785 

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

22．利息及び配当金の受
取額 

 12 10 15 

23．利息の支払額  △73 △54 △132 

24．拠点統廃合費用の支
払額 

  △13 － － 

25．デューディリジェン
ス等に係る支払額 

  △3 － － 

26．事業再構築費用の支
払額  

  － △59 △57 

27．潤滑油基地閉鎖費用
の支払額  

  － △190 － 

28．法人税等の支払額   △66 △62 △102 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △199 △3,238 1,509 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

１．定期預金の預入れに
よる支出 

 △3 △7 △7 

２．定期預金の払戻しに
よる収入 

 3 11 7 

３．有形固定資産の取得
による支出 

 △79 △481 △176 

４．有形固定資産の売却
による収入 

 51 48 69 

５．無形固定資産の取得
による支出 

 △0 △25 △26 

６．投資有価証券の取得
による支出 

 △5 △0 △6 

７．投資有価証券の売却
による収入 

 114 － 114 

８．貸付けによる支出  △1 △10 △4 

９．貸付金の回収による
収入 

 6 1 6 

10．その他  9 △7 11 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 94 △471 △11 

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

１．短期借入金の増減額  △1,090 △258 △1,736 

２．短期借入れによる収
入 

 813 1,385 2,068 

３．短期借入金の返済に
よる支出 

 △739 △1,127 △1,455 

４．長期借入れによる収
入 

 527 － 527 

５．長期借入金の返済に
よる支出 

 △698 △165 △1,178 

６．ファイナンス・リー
ス債務返済による支
出 

 △19 △39 △47 

７．その他  △0 △0 △320 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △1,207 △205 △2,142 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

 0 5 0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
減少額 

 △1,311 △3,909 △644 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 7,028 6,383 7,028 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

※ 5,716 2,474 6,383 

     



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数４社 (1）連結子会社の数３社 (1）連結子会社の数４社 

  主要な連結子会社の名称は、

エフケー石油販売㈱、富士油業

㈱である。 

 主要な連結子会社の名称は、

エフケールブネット㈱である。 

  なお、富士ホームエナジー㈱

は、富士油業㈱から分割し新設

したため、連結の範囲に含めて

いる。 

  また、エフケー石油販売㈱及

び富士油業㈱は、当社と合併し

て解散したため、連結の範囲か

ら除外している。 

 主要な連結子会社の名称は、

エフケー石油販売㈱、富士油業

㈱である。 

 (2）主要な非連結子会社の名称等 (2）主要な非連結子会社の名称等 (2）主要な非連結子会社の名称等 

  主要な非連結子会社の名称

は、富士エージェンシー㈱であ

る。 

─────  主要な非連結子会社の名称

は、富士エージェンシー㈱であ

る。 

 （連結の範囲から除いた理由）   （連結の範囲から除いた理由）  

  非連結子会社は、いずれも小

規模であり、総資産、売上高、

中間純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う

額）等の合計がいずれも中間連

結財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないため、連結の範囲か

ら除外している。 

   非連結子会社は、いずれも小

規模であり、総資産、売上高、

当期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う

額）等の合計がいずれも連結財

務諸表に重要な影響を及ぼして

いないため、連結の範囲から除

外している。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1）持分法適用の非連結子会社数

２社 

持分法適用の関連会社数１社 

 主要な持分法適用会社の名

称は、日本高潤㈱である。 

(1）持分法適用の関連会社数１社 

 持分法適用会社の名称は、

日本高潤㈱である。 

 なお、富士エージェンシー

㈱及び富士産業㈱は、清算し

たため、持分法の適用範囲か

ら除外している。 

 また、中間決算日が中間連

結決算日と異なる富士エージ

ェンシー㈱については、中間

決算日以降清算までの調整を

行っている。 

(1）持分法適用の非連結子会社数

２社 

持分法適用の関連会社数１社 

 主要な持分法適用会社の名

称は、日本高潤㈱である。 

 (2）持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社のう

ち、主要な会社等の名称は、

㈱板倉石油店である。 

(2）持分法を適用していない関連

会社のうち、主要な会社等の

名称は、㈱板倉石油店であ

る。 

(2）持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社のう

ち、主要な会社等の名称は、

㈱板倉石油店である。 

 （持分法を適用しない理由） （持分法を適用しない理由） （持分法を適用しない理由） 

  持分法非適用会社は、それ

ぞれ中間純損失及び利益剰余

金等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要

性がないため、持分法の適用

範囲から除外している。 

 持分法非適用会社は、それ

ぞれ中間純利益及び利益剰余

金等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要

性がないため、持分法の適用

範囲から除外している。 

 持分法非適用会社は、それ

ぞれ当期純損失及び利益剰余

金等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要

性がないため、持分法の適用

範囲から除外している。 

 (3）持分法適用会社のうち、中間

決算日が中間連結決算日と異

なる会社については、その中

間会計期間に係る中間財務諸

表を使用し、中間連結決算日

との間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な調整

を行なっている。 

(3）       ───── (3）持分法適用会社のうち、決算

日が連結決算日と異なる会社

については、その事業年度に

係る財務諸表を使用し、連結

決算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必要

な調整を行なっている。 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

 連結子会社の中間期の末日は、

中間連結決算日と一致している。 

同左  連結子会社の事業年度末日は、

連結決算日と一致している。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

 ① たな卸資産 ① たな卸資産 ① たな卸資産 

  主として、商品については

月別総平均法による原価法、

貯蔵品については移動平均法

による原価法によっている。 

同左 同左 

 ② 有価証券 ② 有価証券 ② 有価証券 

 子会社株式及び関連会社株

式 

関連会社株式 子会社株式及び関連会社株

式 

  移動平均法による原価法

によっている。 

同左 同左 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

によっている。 

 中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価

は移動平均法により算

定）によっている。 

 決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動

平均法により算定）によ

っている。 

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価

法によっている。 

同左 同左 

 (2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

 有形固定資産 有形固定資産 有形固定資産 

  主として、定額法によって

いる。 

 なお、主な有形固定資産の

耐用年数は次のとおりであ

る。 

同左 

  

同左 

  

 建物及び構築物 ２～60年   

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 

  債権の貸倒による損失に備

えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上し

ている。 

同左 同左 

 ② 事業再構築費用引当金 ② 事業再構築費用引当金 ② 事業再構築費用引当金 

  当社グループの事業再構築

に伴う費用に備えるため、そ

の合理的な見積額に基づき計

上している。 

同左 同左 

 ③ 潤滑油基地閉鎖費用引当金 ───── ③ 潤滑油基地閉鎖費用引当金 

  潤滑油基地閉鎖に伴う費用

に備えるため、その合理的な

見積額に基づき計上してい

る。 

   潤滑油基地閉鎖に伴う費用

に備えるため、その合理的な

見積額に基づき計上してい

る。  

 ④ 退職給付引当金 ③ 退職給付引当金 ④ 退職給付引当金  

  従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当中間

連結会計期間末において発生

していると認められる額を計

上している。 

同左  従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上して

いる。 

 ⑤ 役員退職慰労引当金 ④ 役員退職慰労引当金 ⑤ 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく役

員退職慰労金の中間期末要支

給額を計上している。 

同左  役員の退職慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく役

員退職慰労金の期末要支給額

を計上している。  

 ⑥ 修繕引当金 ⑤ 修繕引当金 ⑥ 修繕引当金 

  将来の修繕による費用に備

えるため、定期開放点検が義

務づけられた油槽等に係る点

検修理費用を期間配分し、当

中間連結会計期間に対応する

額を計上している。 

同左  将来の修繕による費用に備

えるため、定期開放点検が義

務づけられた油槽等に係る点

検修理費用を期間配分し、当

連結会計年度に対応する額を

計上している。  

 ───── ⑥ 環境対策引当金 ───── 

   将来の環境対策に伴う費用

に備えるため、その合理的な

見積額に基づき計上してい

る。 

 

 (4）重要なリース取引の処理方法 (4）重要なリース取引の処理方法 (4）重要なリース取引の処理方法 

  リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっている。 

同左 同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (5）重要なヘッジ会計の方法 (5）重要なヘッジ会計の方法 (5）重要なヘッジ会計の方法 

 ① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によってい

る。 

 また、金利スワップについ

て特例処理の要件を満たして

いる場合には当該処理によっ

ている。 

同左 同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…金利スワップ取

引 

ヘッジ手段…同左 ヘッジ手段…同左 

 ヘッジ対象…金利変動により

将来キャッシ

ュ・フローが変

動するリスクの

ある負債 

ヘッジ対象…同左 ヘッジ対象…同左 

 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 

  金利変動リスクの低減を目

的とし、内規に基づいた運用

を実施している。 

同左 同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 ④ ヘッジ有効性評価の方法 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ手段及びヘッジ対象

について、ヘッジ取引の事

前、事後に個別取引毎のヘッ

ジ効果を検証しているが、契

約の内容等によりヘッジに高

い有効性が明らかに認められ

る場合については有効性の評

価を省略している。 

同左 同左 

 (6）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

(6）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

(6）その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式によって

いる。 

同左 同左 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっている。 

同左 同左 



（中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会 平成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）

を適用している。 

 これにより税金等調整前中間純損失は

1,965百万円増加している。 

 なお、減損損失累計額については、改正後

の中間連結財務諸表規則に基づき各資産の金

額から直接控除している。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適用してい

る。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額

は、1,608百万円である。 

 なお、当中間連結会計期間における中間連

結貸借対照表の純資産の部については、中間

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成している。 

（企業結合に係る会計基準等） 

 当中間連結会計期間より、「企業結合に係

る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10

月31日）及び「事業分離等に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17年12月27

日 企業会計基準第7号）並びに「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に関する適

用指針」（企業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準適用指針第10号）を適

用している。 

 この適用に伴い、中間連結貸借対照表にお

いて、従来「無形固定資産」に含めていた営

業権及び「連結調整勘定」は、当中間連結会

計期間から相殺のうえ「負ののれん」として

表示している。 

 中間連結損益計算書において、従来「販売

費及び一般管理費」に含めていた営業権償却

額及び営業外収益の「その他」に含めていた

連結調整勘定償却額は、当中間連結会計期間

から相殺のうえ負ののれん償却額を営業外収

益の「その他」として表示している。 

 中間連結キャッシュ・フロー計算書におい

て、従来「減価償却費」に含めていた営業権

償却額及び「連結調整勘定償却額」は、当中

間連結会計期間から相殺のうえ「負ののれん

償却額」として表示している。 

 なお、この変更による営業利益に与える影

響額は軽微である。 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用

している。 

 これにより税金等調整前当期純損失は

1,965百万円増加している。 

 なお、減損損失累計額については、改正後

の連結財務諸表規則に基づき各資産の金額か

ら直接控除している。 

  

  

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  （運賃に係る会計処理の変更） 

 当社グループの得意先への石油製品の販売

形態には、基地において直接商品を引き渡す

「基地渡し販売」と当社が得意先の指定場所

に商品を届ける「持届け販売」があり、従

来、当社は、「持届け販売」の場合には、販

売価額のうち運賃相当額を見積り、当該額を

販売費の運賃から控除していたが、当中間連

結会計期間より販売価額全額を売上高とする

方法に変更した。 

 この変更は、当社の販売形態が、従来、

「基地渡し販売」を基本とした特約店販売を

中心としていたため、例外的な「持届け販

売」については、持届け運賃を回収するとい

う方針をとっていたことから、販売価額のう

ち運賃相当額を運賃の回収分と考え、販売費

の運賃から控除しており、連結子会社も当社

の処理に合わせていたが、当中間連結会計期

間に、当社が特約店である子会社２社を合併

し、「持届け販売」を基本とした需要家への

直接販売を中心として、販売価額はトータル

コストを勘案して決定するという方針をとる

こととしたため、販売価額全額を売上高とす

るのが、取引の実態をより適切に反映した処

理となると判断したからである。 

 この変更により、従来の方法に比べ、売上

高が357百万円増加し、売上総利益が同額増

加しているが、販売費の運賃も同額増加する

ため、営業利益、経常利益、税金等調整前中

間純利益に与える影響はない。 

 また、セグメントに与える影響は当該箇所

に記載している。 

  

  



（表示方法の変更） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

（中間連結貸借対照表） （中間連結損益計算書） 

 前中間連結会計期間末まで区分掲記していた「建物及

び構築物」は、重要性が減ったため、有形固定資産の

「その他」に含めて表示することとした。 

 なお、当中間連結会計期間末の「建物及び構築物」の

金額は746百万円である。 

 

 前中間連結会計期間末まで、投資その他の資産は「投

資有価証券」「その他」に区分掲記していたが、重要性

が減ったため、一括掲記することとした。 

 なお、当中間連結会計期間末の「投資有価証券」「そ

の他」の金額はそれぞれ625百万円、229百万円である。 

 

 前中間連結会計期間末まで流動負債の「その他」に含

めて表示していた「預り金」は、重要性が増したため、

区分掲記することとした。 

 なお、前中間連結会計期間末における「預り金」の金

額は989百万円である。 

 前中間連結会計期間まで営業外収益の「その他」に含

めて表示していた「軽油引取税交付金」は、重要性が増

したため、区分掲記することとした。 

 なお、前中間連結会計期間における「軽油引取税交付

金」の金額は15百万円である。 

  

  



（追加情報） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（役員退職慰労引当金に係る前中間

連結会計期間との会計処理の首尾一

貫性について） 

 従来、役員退職慰労金は、支出時

の費用として処理する方法を採用し

ていたが、前連結会計年度から内規

に基づく期末要支給額を役員退職慰

労引当金として計上することとし

た。 

 なお、前中間連結会計期間は従来

の方法によっており、変更後の方法

によった場合に比べ、営業損失及び

経常損失が10百万円、税金等調整前

中間純損失が29百万円それぞれ減少

している。 

（軽油引取税交付金） 

 従来、軽油引取税交付金は主とし

て入金時に営業外収益として計上し

ていたが、軽油販売に重点を置いた

営業を進めたことにより重要性が増

したのを機に、期間損益の適正化を

図るため当中間連結会計期間より発

生主義に基づいて計上することとし

た。 

 この結果、従来の方法に比べ、経

常利益が２百万円増加し、税金等調

整前中間純利益が34百万円増加して

いる。 

  



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

3,447百万円 2,331百万円 3,574百万円 

※２．担保に供している資産並びに担保付債

務は、次のとおりである。 

※２．担保に供している資産並びに担保付債

務は、次のとおりである。 

※２．担保に供している資産並びに担保付債

務は、次のとおりである。 

（担保資産） 百万円 百万円

現金及び預金 3  

建物及び構築物 467 (64)

土地 1,283 (325)

有形固定資産・そ

の他 
75 (0)

計 1,830 (389)

（担保資産） 百万円 百万円

建物及び構築物 385 (56)

機械装置及び運搬

具 
0 (0)

土地 1,279 (325)

有形固定資産・そ

の他 
128  

計 1,793 (381)

（担保資産） 百万円 百万円

現金及び預金 3  

建物及び構築物 407 (60)

機械装置及び運搬

具 

0 (0)

土地 1,279 (325)

有形固定資産・そ

の他 
94  

計 1,785 (385)

 上記のうち（ ）内書は、工場財団抵

当並びに当該債務を示している。 

（担保付債務） 百万円 百万円

支払手形及び買掛

金 
43  

長期借入金 

（１年以内返済予

定額を含む） 

1,540 (291)

固定負債・その他 27  

計 1,610 (291)

 上記のうち（ ）内書は、工場財団抵

当並びに当該債務を示している。 

（担保付債務） 百万円 百万円

支払手形及び買掛

金 
8  

流動負債・その他 28  

長期借入金 

（１年以内返済予

定額を含む） 

693 (283)

固定負債・その他 95  

計 825 (283)

 上記のうち（ ）内書は、工場財団抵

当並びに当該債務を示している。 

（担保付債務） 百万円 百万円

支払手形及び買掛

金 
13  

流動負債・その他 8  

長期借入金 

（１年以内返済予

定額を含む） 

1,166 (287)

固定負債・その他 58  

計 1,247 (287)

※３．     ────── ※３．中間連結会計期間末日満期手形 

 中間連結会計期間末日満期手形の会

計処理については、手形交換日をもっ

て決済処理している。なお、当中間連

結会計期間の末日は金融機関の休日で

あったため、次の中間連結会計期間末

日満期手形が中間連結会計期間末残高

に含まれている。 

受取手形 265百万円

※３．     ────── 

  ４．     ──────   ４．当社は、自由処分権を有する担保受入

金融資産を有しており、中間連結貸借

対照表日の時価は142百万円である。 

  ４．     ────── 



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費の主なもの ※１．販売費及び一般管理費の主なもの ※１．販売費及び一般管理費の主なもの 

給料手当及び賞与 530百万円 

運賃・諸掛費 193 

貸倒引当金繰入額 25 

役員退職慰労引当金繰入額 15 

給料手当及び賞与 539百万円

運賃・諸掛費 575 

貸倒引当金繰入額 62 

役員退職慰労引当金繰入額 19 

修繕引当金繰入額 5 

給料手当及び賞与 1,055百万円

運賃・諸掛費 396 

役員退職慰労引当金繰入額 32 

修繕引当金繰入額 24 

※２．固定資産売却益の内訳 ※２．固定資産売却益の内訳 ※２．固定資産売却益の内訳 

建物及び構築物 20百万円 

その他（レンタル資産） 19  

計 39 

建物及び構築物 21百万円

機械装置及び運搬具 1  

その他（レンタル資産他） 17  

計 40 

建物及び構築物 25百万円

その他（レンタル資産他） 25  

計 50 

※３．固定資産売却損の内訳 ※３．固定資産売却損の内訳 ※３．固定資産売却損の内訳 

土地 1百万円 

その他（レンタル資産） 0  

計 1 

建物及び構築物 1百万円

機械装置及び運搬具 0  

土地 2  

その他（工具器具備品他） 0  

計 4 

土地 1百万円

その他（レンタル資産） 0  

計 1 

※４．固定資産除却損の内訳 ※４．固定資産除却損の内訳 ※４．固定資産除却損の内訳 

その他（工具器具備品他） 0百万円 建物及び構築物 13百万円

機械装置及び運搬具 0  

その他（工具器具備品） 0  

計 14 

建物及び構築物 4百万円

機械装置及び運搬具 0  

土地 2  

その他（工具器具備品他） 0  

計 7 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※５．減損損失 

当社グループは、事業資産については

管理会計上の区分で、受託業務目的、賃

貸目的で使用されている資産及び将来の

用途が定まっていない遊休資産、遊休回

線については個別物件単位でグルーピン

グし、以下の資産グループについて減損

処理を実施している。 

時価が帳簿価額に比べ著しく下落して

いる資産及び収益性が著しく低下してい

る資産について、近い将来の時価または

収益性の回復が見込まれなかったため、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失1,965百万円（建物及

び構築物529百万円、機械装置及び運搬具

36百万円、土地1,354百万円、その他有形

固定資産37百万円、無形固定資産６百万

円）として特別損失に計上している。 

 なお、回収可能価額は、遊休資産及び

遊休回線については正味売却価額（簿価

の総資産額に対する割合が極めて小さく

重要性が乏しいため、固定資産税評価額

等を基に算定した金額）を、その他につ

いては使用価値（割引率5.74％）を採用

している。 

用途 種類 場所 

受託業務用

資産 

建物及び構築

物他  

千葉県船橋市 

賃貸用資産  建物及び構築

物、土地他 

千葉県船橋市 

遊休資産  土地  福島県石川郡

他（４件）  

遊休回線  無形固定資産

（電話加入

権） 

東京都台東区

他（99件）  

※５．    ───── ※５．減損損失 

当社グループは、事業資産については

管理会計上の区分で、受託業務目的、賃

貸目的で使用されている資産及び将来の

用途が定まっていない遊休資産、遊休回

線については個別物件単位でグルーピン

グし、以下の資産グループについて減損

処理を実施している。 

時価が帳簿価額に比べ著しく下落して

いる資産及び収益性が著しく低下してい

る資産について、近い将来の時価または

収益性の回復が見込まれなかったため、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失1,965百万円（建物及

び構築物529百万円、機械装置及び運搬具

36百万円、土地1,354百万円、その他有形

固定資産37百万円、無形固定資産６百万

円）として特別損失に計上している。 

 なお、回収可能価額は、遊休資産及び

遊休回線については正味売却価額（簿価

の総資産額に対する割合が極めて小さく

重要性が乏しいため、固定資産税評価額

等を基に算定した金額）を、その他につ

いては使用価値（割引率5.74％）を採用

している。 

用途 種類 場所 

受託業務用

資産 

建物及び構築

物他  

千葉県船橋市

賃貸用資産 建物及び構築

物、土地他 

千葉県船橋市

遊休資産  土地  福島県石川郡

他（４件）  

遊休回線  無形固定資産

（電話加入

権） 

東京都台東区

他（99件）  

※６．    ───── ※６．    ───── ※６．事業再構築費用は、当社グループの事

業再構築に伴って計上する費用である。

その内訳は以下のとおりである。 

連結調整勘定償却額 278百万円

特別早期退職加算金 123 

事業再構築引当金繰入

額 

50 

その他 142  

計 595 

※７．潤滑油基地閉鎖費用は、当社の潤滑油

基地閉鎖に伴って計上する潤滑油基地閉

鎖費用引当金繰入額である。 

※７．    ───── ※７．潤滑油基地閉鎖費用は、当社の潤滑油

基地閉鎖に伴って計上する潤滑油基地閉

鎖費用引当金繰入額である。 

潤滑油基地閉鎖費用引

当金繰入額 

210百万円

その他 9  

計 220 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,096株は、単元未満株式の買取りによる増加である。 

  
前連結会計年度末 

株式数（株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（株） 

当中間連結会計期間

減少株式数（株） 

当中間連結会計期間

末株式数（株） 

 発行済株式     

   普通株式  87,439,073 － － 87,439,073 

合計 87,439,073 － － 87,439,073 

 自己株式         

   普通株式 （注） 27,879 1,096 － 28,975 

合計 27,879 1,096 － 28,975 



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

 ※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

 ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 5,720 百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△3
 

現金及び現金同等物 5,716 

現金及び預金勘定 2,474 百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
－
 

現金及び現金同等物 2,474 

現金及び預金勘定 6,387 百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△3
 

現金及び現金同等物 6,383 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

  リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

  リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

 

取得価
額相当
額 
（百万円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（百万円） 

中間期
末残高
相当額 
（百万円） 

機械装置及び
運搬具 23 18 5 

その他 
（工具器具備
品他） 

157 86 71 

合計 180 104 76 

 

取得価
額相当
額 
（百万円）

減価償
却累計
額相当
額 
（百万円）

中間期
末残高
相当額 
（百万円）

機械装置及び
運搬具 9 7 1 

その他 
（工具器具備
品他） 

159 100 59 

合計 168 107 60 

 

取得価
額相当
額 
（百万円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（百万円） 

期末残
高相当
額 
（百万円）

機械装置及び
運搬具 19 16 2 

その他 
（工具器具備
品他） 

162 83 79 

合計 181 99 82 

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内 32百万円 

１年超 46 

合計 79 

１年内 32百万円 

１年超 30 

合計 63 

１年内 36百万円 

１年超 48 

合計 85 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

支払リース料 20百万円 

減価償却費相当額 18 

支払利息相当額 1 

支払リース料 19百万円 

減価償却費相当額 17 

支払利息相当額 1 

支払リース料 41百万円 

減価償却費相当額 38 

支払利息相当額 3 

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっている。 

同左 同左 

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法は利息法によっている。 

同左 同左 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券 

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券 

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成18年４

月１日 至 平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 ヘッジ会計を適用しているため、記載を省略している。 

 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

株式 314 450 136 

内容 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）子会社株式及び関連会社株式 81 

(2）その他有価証券  

非上場株式 94 

 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

株式 315 458 143 

内容 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）関連会社株式 68 

(2）その他有価証券  

非上場株式 78 

 取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

株式 314 525 210 

内容 連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）子会社株式及び関連会社株式 76 

(2）その他有価証券  

非上場株式 94 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 （注）１．事業区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分している。 

２．各事業区分の主要製品等は次のとおりである。 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はない。 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）１．事業区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分している。 

２．各事業区分の主要製品等は次のとおりである。 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はない。 

４．中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更（運賃に係る会計処理の変更）に記載のとお

り、当中間連結会計期間より運賃に係る会計処理を変更している。この変更により、従来の方法に比べ、当

中間連結会計期間における「石油事業」の売上高及び営業費用がともに357百万円増加するため、営業利益

に与える影響はなく、「ホームエネルギー事業」、「レンタル事業」に与える影響はない。 

 
石油事業 
（百万円） 

レンタル 
事業 

（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 37,758 310 38,069 － 38,069 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
4 0 5 (5) － 

計 37,763 311 38,074 (5) 38,069 

営業費用 37,267 283 37,551 (5) 37,545 

営業利益 495 27 523 0 524 

石油事業 灯油、軽油、重油、アスファルト、潤滑油、化成品等石油製品 

レンタル事業 建設機械等のレンタル

 
石油事業 
（百万円） 

ホームエネル
ギー事業 
（百万円） 

レンタル 
事業 

（百万円） 

計 
（百万円）

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 44,421 442 342 45,206 － 45,206 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
57 1 0 59 (59) － 

計 44,478 444 343 45,265 (59) 45,206 

営業費用 44,439 400 329 45,169 (61) 45,108 

営業利益 38 44 13 95 2 98 

石油事業 灯油、軽油、重油、アスファルト、潤滑油、化成品等石油製品 

ホームエネルギー
事業 

ＬＰＧ、灯油  

レンタル事業 建設機械等のレンタル



（事業区分の変更） 

従来、「石油事業」に含まれていたホームエネルギー事業について、当中間連結会計期間から富士ホーム

エナジー㈱を富士油業㈱から分割し新設したことを契機に、経営実態を明瞭にするため、当中間連結会計

期間より「ホームエネルギー事業」として、区分している。 

なお、当中間連結会計期間のセグメント情報を前連結会計年度のセグメントにおいて用いた事業区分の方

法で表示すると次のとおりである。 

 当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 （注）１．事業区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分している。 

２．各事業区分の主要製品等は次のとおりである。 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はない。 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成18年

４月１日 至 平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はない。 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成18年

４月１日 至 平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略している。 

 
石油事業 
（百万円） 

レンタル 
事業 

（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 44,863 342 45,206 － 45,206 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
9 0 10 (10) － 

計 44,873 343 45,216 (10) 45,206 

営業費用 44,790 329 45,120 (12) 45,108 

営業利益 82 13 95 2 98 

 
石油事業 
（百万円） 

レンタル 
事業 

（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 95,747 726 96,473 － 96,473 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
13 1 14 (14) － 

計 95,760 727 96,488 (14) 96,473 

営業費用 94,687 643 95,331 (15) 95,316 

営業利益 1,073 83 1,156 0 1,157 

石油事業 灯油、軽油、重油、アスファルト、潤滑油、ＬＰＧ、化成品等石油製品 

レンタル事業 建設機械等のレンタル 



（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 14.05 円 

１株当たり中間純損失 20.72 円 

１株当たり純資産額 18.40 円 

１株当たり中間純利益 2.03 円 

１株当たり純資産額 16.81 円 

１株当たり当期純損失 18.46 円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式がない

ため記載していない。 

同左  なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式がない

ため記載していない。 

１株当たり中間純損失算定上の基礎 １株当たり中間純利益算定上の基礎 １株当たり当期純損失算定上の基礎 

中間純損失 1,811百万円 中間純利益 177百万円 当期純損失 1,613百万円 

普通株式に係る中間純損失 普通株式に係る中間純利益 普通株式に係る当期純損失 

 1,811百万円  177百万円  1,613百万円 

普通株主に帰属しない金額の主要な

内訳 

普通株主に帰属しない金額の主要な

内訳 

普通株主に帰属しない金額の主要な

内訳 

該当事項はない。 該当事項はない。 該当事項はない。 

普通株式の期中平均株式数 普通株式の期中平均株式数 普通株式の期中平均株式数 

 87,415,994株  87,410,609株  87,414,405株 



（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）  

連結子会社富士油業株式会社の株式取得 

 当社は、株式会社産業再生機構が保有していた連結子会社富士油業株式会社のＡ種優先株式の全部取得につい

て、平成17年10月３日開催の取締役会で決議し、同日、株式譲渡契約を締結し、平成17年10月７日に株券を受取っ

た。 

 富士油業株式会社は、平成15年12月に株式会社産業再生機構の支援決定を受け、当社がサポートして事業再生計

画を実施してきた。この結果、同社は前事業年度に販売数量及び売上総利益のいずれも計画値を達成し、不動産処

分による損益等が見込みより良化したことから、事業再生計画より２期早く債務超過を脱した。この成果を勘案

し、株式会社産業再生機構は、保有していた富士油業株式会社の株式の全部を当社へ売却することを希望し、当社

はこれに応じて同社株式の全部を買取った。 

１．富士油業株式会社の概要 

２.取得株式数及び取得価額並びに取得前後の所有株式数の状況 

（１）異動前 

（２）取得 

（３）異動後 

名称 富士油業株式会社  

主な事業内容 石油製品及びＬＰＧの販売 

本店所在地 札幌市西区二十四軒３条４丁目６番７号 

代表者 代表取締役社長  山野 善實 

資本金の額 1,165百万円 

発行済株式数 普通株式       30,029,841株 

Ａ種優先株式    6,000,000株 

Ｂ種優先株式   10,000,000株 

所有株式数 40,029,841株

議決権の数  800,596個

議決権の所有割合 86.96％

株式数 6,000,000株

議決権の数  120,000個

取得価額 319百万円

所有株式数 46,029,841株

議決権の数  920,596個

議決権の所有割合 100％



(2）【その他】 

① 当社は、防衛庁への石油製品納入に係る当社代理人による入札に関し起こった独占禁止法違反事件に起因し、

不当利益を得たとして他石油会社10社とともに平成17年１月、同庁より不当利得返還請求及び延滞金支払請求を

受けた（返還請求額17百万円、延滞金利８百万円）。 

 その後同庁は、平成17年10月に返還請求額を変更したうえで当社を含む石油会社11社に対して再び返還請求を

行い（返還請求額16百万円、延滞金利８百万円）、更に平成17年12月19日に東京地方裁判所へ返還訴訟を起こし

た。 

 当社は独占禁止法の違反行為者ではなく、当該取引に係る金銭の受領は正当なものであったと判断し、請求を

受けた当初よりその旨及び返還請求に応じられない旨を同庁に対して回答している。同庁は代理人が行った法律

行為の効果はその瑕疵も含めて本人に帰属すると主張しているが、当社は独占禁止法の違反行為者ではないこと

から代理人の行為の公序良俗違反の瑕疵をそのまま帰属されるべきでないと判断している。また、当該取引につ

いて、同庁は無効と主張しているが、当社は直接取引ではないことから取引の詳細を知る他の被告の主張を援用

し無効でないと判断している。 

② 当社は、丸紅エネルギー株式会社所有の油槽所施設敷地内の一部土地（357坪）を賃借していたが、平成16年

５月に同社より賃貸借契約を更新しない旨の通告を受け、それに伴う原状復帰を求められた。また、原状復帰を

しない場合の代替案として、同社から当該敷地内の設備及び敷地の全て（2,298坪）を当社が買取るよう求めら

れた。 

 これに対し、当社は、賃貸借契約を継続したい旨を伝えたが合意に至らず、平成17年11月11日に東京簡易裁判

所へ契約継続について民事調停の申立てを行った。 

 当該民事調停において、東京簡易裁判所より、丸紅エネルギー株式会社から当該敷地内の設備及び敷地の全て

を当社が買取ることを前提とした調停条項を提案され、当社は平成18年７月11日開催の取締役会において同調停

条項に合意することを決議し、同日、両社合意し、平成18年９月29日に当該設備及び敷地を取得した。 

 なお、当該取得設備等の概要は 第３［設備の状況］ １［主要な設備の状況］に記載している。 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金  5,006   2,308   5,669   

２．受取手形 ※３ 62   1,677   71   

３．売掛金  8,532   9,488   12,034   

４．たな卸資産  1,082   1,339   898   

５．その他  141   388   210   

貸倒引当金  △676   △62   △0   

流動資産合計   14,148 81.6  15,141 82.1  18,884 88.3 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※1,2          

(1）土地   731   1,373   731   

(2）その他   447   798   387   

計  1,178   2,172   1,118   

２．無形固定資産  71   80   76   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  2,560   615   815   

(2）その他  397   462   497   

貸倒引当金  △12   △29   △12   

投資損失引当金  △1,000   －   △5   

計  1,946   1,048   1,295   

固定資産合計   3,196 18.4  3,300 17.9  2,490 11.7 

資産合計   17,344 100.0  18,441 100.0  21,374 100.0 

           
 



  
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形  －   7   －   

２．買掛金  11,205   10,695   15,459   

３．短期借入金  1,492   1,385   1,385   

４．一年以内に返済予
定の長期借入金 

※２ 120   830   620   

５．未払金  257   835   283   

６．未払法人税等  14   13   22   

７．預り金  －   1,357   －   

８．事業再構築費用引
当金  89   66   133   

９．潤滑油基地閉鎖費
用引当金  205   －   210   

10．その他  787   143   915   

流動負債合計   14,172 81.7  15,334 83.2  19,030 89.0 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 ※２ 860   894   300   

２．繰延税金負債  36   58   59   

３．退職給付引当金  803   806   790   

４．役員退職慰労引当
金  33   69   46   

５．修繕引当金  17   67   16   

６．環境対策引当金  －   5   －   

固定負債合計   1,750 10.1  1,902 10.3  1,212 5.7 

負債合計   15,923 91.8  17,236 93.5  20,243 94.7 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   5,527 31.9  － －  5,527 25.9 

Ⅱ 資本剰余金           

資本準備金  2,957   －   2,957   

資本剰余金合計   2,957 17.0  － －  2,957 13.8 

Ⅲ 利益剰余金           

中間（当期）未処
理損失  7,113   －   7,436   

利益剰余金合計   △7,113 △41.0  － －  △7,436 △34.8 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   53 0.3  － －  87 0.4 

Ⅴ 自己株式   △2 △0.0  － －  △3 △0.0 

資本合計   1,421 8.2  － －  1,131 5.3 

負債資本合計   17,344 100.0  － －  21,374 100.0 

           
 



  
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金   － －  5,527 30.0  － － 

２．資本剰余金           

資本準備金  －    2,957    －    

資本剰余金合計   － －  2,957 16.0  － － 

３．利益剰余金           

その他の利益剰
余金               

繰越利益剰余金  －    △7,361    －    

利益剰余金合計   － －  △7,361 △39.9  － － 

４．自己株式   － －  △3 △0.0  － － 

株主資本合計   － －  1,119 6.1  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等           

その他有価証券評
価差額金   － －  85 0.4  － － 

評価・換算差額等
合計   － －  85 0.4  － － 

純資産合計   － －  1,205 6.5  － － 

負債純資産合計   － －  18,441 100.0  － － 

           



②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   31,203 100.0  41,346 100.0  81,031 100.0 

Ⅱ 売上原価   30,180 96.7  40,109 97.0  79,068 97.6 

売上総利益   1,022 3.3  1,236 3.0  1,963 2.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   867 2.8  1,213 2.9  1,380 1.7 

営業利益   155 0.5  22 0.1  582 0.7 

Ⅳ 営業外収益 ※１  174 0.6  111 0.3  342 0.4 

Ⅴ 営業外費用 ※２  174 0.6  61 0.2  333 0.4 

経常利益   155 0.5  72 0.2  592 0.7 

Ⅵ 特別利益 ※３  3 0.0  52 0.1  483 0.6 

Ⅶ 特別損失 ※４  2,176 7.0  44 0.1  3,412 4.2 

税引前中間純利益   － －  80 0.2  － － 

税引前中間（当
期）純損失   2,016 △6.5  － －  2,336 △2.9

法人税、住民税及
び事業税   3 0.0  4 0.0  6 0.0 

中間純利益   － －  75 0.2  － － 

中間（当期）純損
失   2,019 △6.5  － －  2,343 △2.9

前期繰越損失   5,093   －   5,093  

中間（当期）未処
理損失   7,113   －   7,436  

           



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

  

 

株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 
資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算差

額等合計 資本 

準備金 

その他利益剰

余金 

繰越利益 

剰余金 

 平成18年３月31日残高 

       （百万円） 
5,527 2,957 △7,436 △3 1,044 87 87 1,131 

中間会計期間中の変動額         

  中間純利益     75   75     75 

  自己株式の取得       △0 △0     △0 

  株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額） 

          △2 △2 △2 

 中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
－ － 75 △0 75 △2 △2 73 

 平成18年９月30日残高 

      （百万円） 
5,527 2,957 △7,361 △3 1,119 85 85 1,205 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）たな卸資産 

 商品については月別総平均法

による原価法、貯蔵品について

は移動平均法による原価法によ

っている。 

(1）たな卸資産 

同左 

(1）たな卸資産 

同左 

 (2）有価証券 (2）有価証券 (2）有価証券 

 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法に

よっている。 

同左 同左 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定）によってい

る。 

  中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定）によって

いる。 

 決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定）によってい

る。 

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法

によっている。 

同左 同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定額法によっている。 

 なお、主な有形固定資産の耐

用年数は次のとおりである。 

(1）有形固定資産 

同左 

(1）有形固定資産 

同左 

 建物 ３～60年

構築物 ２～50年

  

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  定額法によっている。 同左 同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

３．引当金の計上基準 （1）貸倒引当金 （1）貸倒引当金 （1）貸倒引当金 

  債権の貸倒による損失に備え

るため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に

回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上している。 

同左 同左 

 （2）投資損失引当金 ───── （2）投資損失引当金 

  子会社株式等に対する投資損

失に備えるため、その財政状態

等を勘案して所要額を計上して

いる。 

   子会社株式等に対する投資損

失に備えるため、その財政状態

等を勘案して所要額を計上して

いる。 

 （3）事業再構築費用引当金 （2）事業再構築費用引当金 （3）事業再構築費用引当金 

  当社グループの事業再構築に

伴う費用に備えるため、その合

理的な見積額に基づき計上して

いる。 

同左 同左 

 （4）潤滑油基地閉鎖費用引当金 ───── （4）潤滑油基地閉鎖費用引当金 

  潤滑油基地閉鎖に伴う費用に

備えるため、その合理的な見積

額に基づき計上している。 

   潤滑油基地閉鎖に伴う費用に

備えるため、その合理的な見積

額に基づき計上している。 

 （5）退職給付引当金 （3）退職給付引当金 （5）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上している。 

同左  従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上している。 

 （6）役員退職慰労引当金 （4）役員退職慰労引当金 （6）役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく役員退

職慰労金の中間期末要支給額を

計上している。 

同左  役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく役員退

職慰労金の期末要支給額を計上

している。 

 （7）修繕引当金 （5）修繕引当金 （7）修繕引当金 

  将来の修繕による費用に備え

るため、油槽等に係る点検修理

費用を期間配分し、当中間会計

期間に対応する額を計上してい

る。 

同左   将来の修繕による費用に備え

るため、油槽等に係る点検修理

費用を期間配分し、当事業年度

に対応する額を計上している。 

 ───── （6）環境対策引当金 ───── 

    将来の環境対策に伴う費用に

備えるため、その合理的な見積

額に基づき計上している。  

  

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっている。 

同左 同左 

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によってい

る。 

 また、金利スワップについて

特例処理の要件を満たしている

場合には当該処理によってい

る。 

同左 同左 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…金利スワップ取

引 

ヘッジ手段…同左 ヘッジ手段…同左 

 ヘッジ対象…金利変動により

将来キャッシ

ュ・フローが変

動するリスクの

ある負債 

ヘッジ対象…同左 ヘッジ対象…同左 

 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

  金利変動リスクの低減を目的

とし、内規に基づいた運用を実

施している。 

同左 同左 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ手段及びヘッジ対象に

ついて、ヘッジ取引の事前、事

後に個別取引毎のヘッジ効果を

検証しているが、契約の内容等

によりヘッジに高い有効性が明

らかに認められる場合について

は有効性の評価を省略してい

る。 

同左 同左 

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税等（消費税及び地方消費

税をいう。以下同じ。）の会計処

理は、税抜方式によっている。な

お、仮受消費税等と仮払消費税等

の中間期末残高の相殺後の金額

は、流動資産の「その他」に含め

て表示している。 

消費税等の会計処理 

 同左 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっている。 



（中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日）を適用している。 

 これにより税引前中間純損失は

1,959百万円増加している。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

基づき各資産の金額から直接控除し

ている。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号  平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号  平成17年12月９日）を

適用している。 

  これまでの資本の部の合計に相当

する金額は、1,205百万円である。 

  なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成している。 

（企業結合に係る会計基準等） 

  当中間会計期間より、「企業結合

に係る会計基準」（企業会計審議

会  平成15年10月31日）及び「事業

分離等に関する会計基準」（企業会

計基準委員会  平成17年12月27

日  企業会計基準第７号）並びに

「企業結合会計基準及び事業分離等

会計基準に関する適用指針」（企業

会計基準委員会  平成17年12月27

日  企業会計基準適用指針第10号）

を適用している。 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８

月９日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第６号 平成15年10

月31日）を適用している。 

 これにより税引前当期純損失は

1,959百万円増加している。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基づ

き各資産の金額から直接控除してい

る。 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 （運賃に係る会計処理の変更） 

  当社の得意先への石油製品の販売

形態には、基地において直接商品を

引き渡す「基地渡し販売」と当社が

得意先の指定場所に商品を届ける

「持届け販売」があり、従来、当社

は、「持届け販売」の場合には、販

売価額のうち運賃相当額を見積り、

当該額を販売費の運賃から控除して

いたが、当中間会計期間より販売価

額全額を売上高とする方法に変更し

た。 

  この変更は、当社の販売形態が、

従来、「基地渡し販売」を基本とし

た特約店販売を中心としていたた

め、例外的な「持届け販売」につい

ては、持届け運賃を回収するという

方針をとっていたことから、販売価

額のうち運賃相当額を運賃の回収分

と考え、販売費の運賃から控除して

いたが、当中間会計期間に、当社が

特約店である子会社２社を合併し、

「持届け販売」を基本とした需要家

への直接販売を中心として、販売価

額はトータルコストを勘案して決定

するという方針をとることとしたた

め、販売価額全額を売上高とするの

が、取引の実態をより適切に反映し

た処理となると判断したからであ

る。 

  この変更により、従来の方法に比

べ、売上高が258百万円増加し、売上

総利益が同額増加しているが、販売

費の運賃も同額増加するため、営業

利益、経常利益、税引前中間純利益

に与える影響はない。 

 



（表示方法の変更） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

  

  

（中間貸借対照表） 

  前中間会計期間末まで流動負債の「その他」に含めて

表示していた「預り金」は、重要性が増したため、区分

掲記することとした。 

 なお、前中間会計期間末における「預り金」の金額は

704百万円である。 



（追加情報） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（役員退職慰労引当金に係る前中間

会計期間との会計処理の首尾一貫性

について） 

 従来、役員退職慰労金は、支出時

の費用として処理する方法を採用し

ていたが、前事業年度から内規に基

づく期末要支給額を役員退職慰労引

当金として計上することとした。 

 なお、前中間会計期間は従来の方

法によっており、変更後の方法によ

った場合に比べ、営業利益及び経常

利益が６百万円、税引前中間純利益

が17百万円それぞれ増加している。 

（軽油引取税交付金） 

 従来、軽油引取税交付金は入金時

に営業外収益として計上していた

が、当社が販売子会社２社を合併し

たこと、軽油販売に重点を置いた営

業を進めたことにより重要性が増し

たのを機に、期間損益の適正化を図

るため当中間会計期間より発生主義

に基づいて計上することとした。 

  この結果、従来の方法に比べ、経

常利益が２百万円増加し、税引前中

間純利益が34百万円増加している。 

 当社グループは、収益力の強化と

財務体質の健全化に取り組んでお

り、一層のコスト競争力の強化を図

るために、当社は、平成18年１月17

日開催の取締役会において、平成18

年７月１日を期して連結子会社富士

油業株式会社及び連結子会社エフケ

ー石油販売株式会社と合併すること

を決議し、同日合併覚書を締結し

た。 

１．合併の方法 

 当社を存続会社とし、富士油業株

式会社及びエフケー石油販売株式会

社は解散する。 

２．合併後の会社の名称 

 富士興産株式会社 

３．合併による株式及び資本金 

 当社は、富士油業株式会社及びエ

フケー石油販売株式会社の発行済株

式の全株式を所有しているため、合

併にあたり富士油業株式会社及びエ

フケー石油販売株式会社の株式を無

償消却し、当社の新株式の発行及び

資本金の増加は行わないものとす

る。 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  

  

  

  

４．富士油業株式会社とエフケー石油

販売株式会社の概要 

平成18年３月期 

 商号 

富士油業株式

会社 

（被合併会社） 

エフケー石油

販売株式会社 

（被合併会社）

本店所在地 

札幌市西区二

十四軒三条四

丁目６番７号 

東京都台東区

柳橋二丁目19

番６号 

代表者  
代表取締役社長 

 山野 善實 

代表取締役社長

堂西 佳和  

資本金  1,165百万円 50百万円 

事業内容 
石油製品の販

売等 

石油製品の販

売等 

売上高 32,731百万円 23,173百万円 

経常利益 299百万円 189百万円 

当期純利益 185百万円 54百万円 

資産合計 8,339百万円 3,660百万円 

負債合計 8,140百万円 3,613百万円 

資本合計 199百万円 46百万円 

従業員数 81名 25名 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

 1,865百万円  1,630百万円  1,926百万円 

※２．担保に供している資産並びに担保付債

務は、次のとおりである。 

（担保資産） 百万円  

建物 208  

構築物 96 
油槽 49 
土地 565 

  計 920 
   

（担保付債務） 百万円 
長期借入金 

（１年以内返済予定

額を含む） 

480 

※２．担保に供している資産並びに担保付債

務は、次のとおりである。 

 上記のうち（ ）内書は、工場財団抵

当並びに当該債務を示している。 

（担保資産） 百万円 百万円

建物 199 (5)

構築物 97 (39)

機械及び装置 0 (0)

油槽 55 (11)

土地 979 (325)

  計 1,332 (381)

（担保付債務） 百万円 百万円

長期借入金 

（１年以内返済予定

額を含む） 

693 (283)

※２．担保に供している資産並びに担保付債

務は、次のとおりである。 

（担保資産） 百万円  

建物 196  

構築物 61 
油槽 42 
土地 565 

  計 866 
   

（担保付債務） 百万円 
長期借入金 

（１年以内返済予定

額を含む） 

420 

※３．     ────── ※３．中間期末日満期手形 

 中間期末日満期手形の会計処理につ

いては、手形交換日をもって決済処理

している。なお、当中間会計期間の末

日は金融機関の休日であったため、次

の中間期末日満期手形が中間期末残高

に含まれている。 

受取手形 227百万円

※３．     ────── 

  ４．     ──────   ４．当社は、自由処分権を有する担保受入

金融資産を有しており、中間貸借対照

表日の時価は142百万円である。 

  ４．     ────── 



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 5百万円 

不動産賃貸収入 45 

業務受託収入 111 

受取利息 7百万円 

不動産賃貸収入 53 

軽油引取税交付金 34 

受取利息 10百万円 

不動産賃貸収入 90 

業務受託収入 222 

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 46百万円 

不動産賃貸費用 24  

業務受託費用 95  

支払利息 38百万円 

不動産賃貸費用 15  

     

支払利息 78百万円 

不動産賃貸費用 48  

業務受託費用 198  

※３．    ───── ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの 

 過年度軽油引取税交付

金 
32百万円 

貸倒引当金戻入額 479百万円 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの 

減損損失 

当社は、事業資産については管理会

計上の区分で、受託業務目的、賃貸目

的で使用されている資産及び将来の用

途が定まっていない遊休回線について

は個別物件単位でグルーピングし、以

下の資産グループについて減損処理を

実施している。 

時価が帳簿価額に比べ著しく下落し

ている資産及び収益性が著しく低下し

ている資産について、近い将来の時価

または収益性の回復が見込まれなかっ

たため、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失1,959百

万円（建物212百万円、構築物316百万

円、機械及び装置36百万円、車両運搬

具０百万円、油槽34百万円、船舶０百

万円、工具器具備品２百万円、土地

1,352百万円、電話加入権２百万円）と

して特別損失に計上している。 

 なお、回収可能価額は、遊休回線に

ついては正味売却価額（簿価の総資産

額に対する割合が極めて小さく重要性

が乏しいため、直近の当社の売却事例

を基に算定した金額）を、その他につ

いては使用価値（割引率5.74％）を採

用している。 

潤滑油基地閉鎖費用は、当社の潤滑油

基地閉鎖に伴って計上する潤滑油基地閉

鎖費用引当金繰入額である。 

減損損失 1,959百万円 

潤滑油基地閉鎖費用 205 

用途 種類 場所 

受託業務用

資産 

構築物他 千葉県船橋市 

賃貸用資産  建物、土地他 千葉県船橋市 

遊休回線  電話加入権 東京都台東区

他（34件）  

  

  

  

投資有価証券評価損 16百万円 

環境対策引当金繰入額 5 

減損損失 

当社は、事業資産については管理会

計上の区分で、受託業務目的、賃貸目

的で使用されている資産及び将来の用

途が定まっていない遊休回線について

は個別物件単位でグルーピングし、以

下の資産グループについて減損処理を

実施している。 

時価が帳簿価額に比べ著しく下落し

ている資産及び収益性が著しく低下し

ている資産について、近い将来の時価

または収益性の回復が見込まれなかっ

たため、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失1,959百

万円（建物212百万円、構築物316百万

円、機械及び装置36百万円、車両運搬

具0百万円、油槽34百万円、船舶０百万

円、工具器具備品２百万円、土地1,352

百万円、電話加入権２百万円）として

特別損失に計上している。 

 なお、回収可能価額は、遊休回線に

ついては正味売却価額（簿価の総資産

額に対する割合が極めて小さく重要性

が乏しいため、直近の当社の売却事例

を基に算定した金額）を、その他につ

いては使用価値（割引率5.74％）を採

用している。 

事業再構築費用は、当社グループの事

業再構築に伴って計上する費用である。

その内訳は以下のとおりである。 

潤滑油基地閉鎖費用は。当社の潤滑油

基地閉鎖に伴って計上する費用である。

その内訳は以下のとおりである。 

減損損失 1,959百万円 

事業再構築費用 1,229 

潤滑油基地閉鎖費用 220 

用途 種類 場所 

受託業務用

資産 

構築物他 千葉県船橋市

賃貸用資産 建物、土地他 千葉県船橋市

遊休回線  電話加入権 東京都台東区

他（34件）  

関係会社株式評価損 1,130百万円

特別早期退職金等 26 
事業再構築費用引当

金繰入額 
41 

その他 31 

 計 1,229 

潤滑油基地閉鎖費用

引当金繰入額 
210百万円

その他 10  

 計 220  

５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 

有形固定資産 61百万円 

無形固定資産 17 

有形固定資産 19百万円 

無形固定資産 18 

有形固定資産 123百万円 

無形固定資産 39 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,096千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。 

  
前事業年度末株式数

（株） 

当中間会計期間増加

株式数（株） 

当中間会計期間減少 

株式数（株） 

当中間会計期間末株

式数（株） 

 普通株式 （注） 27,879 1,096 ― 28,975 

     合計 27,879 1,096 ― 28,975 



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のある

ものはない。 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

  リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

  リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

 

取得価
額相当
額 
（百万円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（百万円） 

中間期
末残高
相当額 
（百万円） 

工具器具備品 23 13 9 

合計 23 13 9 

 

取得価
額相当
額 
（百万円）

減価償
却累計
額相当
額 
（百万円）

中間期
末残高
相当額 
（百万円）

工具器具備品 51 39 11 

 車両運搬具 2 2 0 

合計 54 42 11 

 

取得価
額相当
額 
（百万円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（百万円） 

期末残
高相当
額 
（百万円）

工具器具備品 23 16 7 

合計 23 16 7 

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内 4百万円 

１年超 5 

合計 10 

１年内 10百万円 

１年超 1 

合計 12 

１年内 4百万円 

１年超 2 

合計 7 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

支払リース料 3百万円 

減価償却費相当額 2 

支払利息相当額 0 

支払リース料 7百万円 

減価償却費相当額 6 

支払利息相当額 0 

支払リース料 5百万円 

減価償却費相当額 5 

支払利息相当額 0 

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっている。 

同左 同左 

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法は利息法によっている。 

同左 同左 



（企業結合等関係） 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．結合当事企業の名称及び事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の

概要 

  

（１）結合当事企業の名称及び事業の内容  

  

（２）企業結合の法的形式及び結合後企業の名称  

 当社を存続会社、富士油業株式会社及びエフケー石油販売株式会社を消滅会社とする吸収合併であり、結合

後企業の名称は富士興産株式会社である。 

  なお、合併による新株式の発行及び資本金の増加はない。  

（３）取引の目的を含む取引の概要  

 当社グループは、収益力の強化と財務体質の健全化に取組んでおり、一層のコスト競争力の強化を図るため

に、当社は、連結子会社である富士油業株式会社及びエフケー石油販売株式会社と合併した。  

２．実施した会計処理の概要 

 「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準適用指針第10号）に基

づき、共通支配下の取引として会計処理を行っており、当社が富士油業株式会社及びエフケー石油販売株式会

社から受入れた資産、負債及び有価証券評価差額金は、合併期日の前日に付された適正な帳簿価額によって計

上している。 

  結合企業 被結合企業 

名称  富士興産株式会社   富士油業株式会社  エフケー石油販売株式会社

  （当社）   （当社の完全子会社）  （当社の完全子会社） 

事業の内容  石油製品の販売等  石油製品の販売等  石油製品の販売等 



（重要な後発事象） 

 前中間会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 第５［経理の状況］１［中間連結財務諸表等］(1)［中間連結財務諸表］注記事項（重要な後発事象）に記載の

とおりである。 



(2）【その他】 

第５［経理の状況］１［中間連結財務諸表等］(2)［その他］に記載のとおりである。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。 

(1) 有価証券報告書 事業年度 自 平成17年４月１日 平成18年６月29日 

  及びその添付書類 （第76期） 至 平成18年３月31日 関東財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はない。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成17年12月27日

富士興産株式会社   

 取締役会 御中    

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 岩崎 雅樹  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 齊藤 文男  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている富士興

産株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年４月１日から平

成17年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金

計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、富士興産株式会社及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結

会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報

を表示しているものと認める。 

追記情報 

 （中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更）に記載のとおり、会社は、当中間連結会計期間から固

定資産の減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間連結財務諸表を作成している。 

 （重要な後発事象）に記載のとおり、会社は、株式会社産業再生機構が保有していた連結子会社富士油業株式会社のＡ

種優先株式の全部取得について、平成17年10月３日開催の取締役会で決議し、同日、株式譲渡契約を締結し、平成17年10

月７日に株券を受取った。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

（注）上記は、当社（半期報告書提出会社）が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管している。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成18年12月26日

富士興産株式会社   

 取締役会 御中    

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 岩崎 雅樹  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 井上 智由  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている富士興

産株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月１日から平

成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資

本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、富士興産株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結

会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報

を表示しているものと認める。 

追記情報 

 （中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更）に記載されているとおり、会社は運賃に係る会計処理

を変更した。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

（注）上記は、当社（半期報告書提出会社）が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管している。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成17年12月27日

富士興産株式会社   

 取締役会 御中    

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 岩崎 雅樹  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 齊藤 文男  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている富士興

産株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第76期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１日から平成

17年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。こ

の中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、富士興産株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年４月１日か

ら平成17年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 （中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更）に記載のとおり、会社は、当中間会計期間から固定資産の

減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。 

 （重要な後発事象）に記載のとおり、会社は、株式会社産業再生機構が保有していた連結子会社富士油業株式会社のＡ

種優先株式の全部取得について、平成17年10月３日開催の取締役会で決議し、同日、株式譲渡契約を締結し、平成17年10

月７日に株券を受取った。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

（注）上記は、当社（半期報告書提出会社）が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管している。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成18年12月26日

富士興産株式会社   

 取締役会 御中    

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 岩崎 雅樹  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 井上 智由  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている富士興

産株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第77期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日から平成

18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書に

ついて中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸

表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、富士興産株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年４月１日か

ら平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 （中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更）に記載されているとおり、会社は運賃に係る会計処理を変

更した。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

（注）上記は、当社（半期報告書提出会社）が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管している。 
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